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○○任意継続掛金の算定例○○ 

《令和 7年 11月現在》 

※令和 8年度から、子ども・子育て支援給付金に係る掛金が追加される予定です。 

 

【１年間の掛金の算定例】        ※ ４０～６４歳の場合 

○ 退職時の標準報酬月額５３０，０００円の場合 

組合員の平均標準報酬月額３８０，０００円が掛金の算定の標準となる額となります。 

１か月の短期任意継続掛金 ３８０，０００円×９３．２ ／１，０００＝ ３５，４１６円 

１か月の介護任意継続掛金 ３８０，０００円×１６．０８／１，０００＝  ６，１１０円 

                                     （円位未満の端数切捨て） 

 

掛金前納した場合との比較 

区分 ① １２か月前納の場合 ⑤ 各月払いの場合 

ア 短期 

任意継続掛金 

３５，４１６円×１１．７４８５０２０（４月～翌年３月分） 

＝ ４１６，０８５ 円（円位未満四捨五入） 

３５，４１６円×１２か月 

＝ ４２４，９９２円 

イ 介護 

任意継続掛金 

 ６，１１０円×１１．７４８５０２０（４月～翌年３月分） 

＝  ７１，７８３円（円位未満四捨五入） 

 ６，１１０円×１２か月 

＝  ７３，３２０円 

掛金合計額 

ア＋イ 
４８７，８６８円 ４９８，３１２円 

割引額 １０，４４４円 ― 

 

区分 ② ６か月前納の場合 ⑤ 各月払いの場合 

ア 短期 

任意継続掛金 

３５，４１６円×５．９３１８４７２（４月～９月分） 

＝ ２１０，０８２円（円位未満四捨五入）×２ 

（１０月～翌年３月分）  

計 ４２０，１６４円 

３５，４１６円×１２か月 

＝ ４２４，９９２円 

イ 介護 

任意継続掛金 

６，１１０円×５．９３１８４７２（４月～９月分） 

＝ ３６，２４４円（円位未満四捨五入）×２ 

（１０月～翌年３月分） 

計 ７２，４８８円 

 ６，１１０円×１２か月 

＝  ７３，３２０円 

掛金合計額 

ア＋イ 
４９２，６５２円 ４９８，３１２円 

割引額 ５，６６０円 ― 



 

区分 ③ ４月・５月から翌年３月分前納の場合 ⑤ 各月払いの場合 

ア 短期 

任意継続掛金 
３５，４１６円（４月分） 

３５，４１６円×１０．７８６９６３６（５月～翌年３月分） 

＝ ３８２，０３１円（円位未満四捨五入） 

計 ４１７，４４７円 

３５，４１６円×１２か月 

＝ ４２４，９９２円 

イ 介護 

任意継続掛金 

６，１１０円（４月分） 

６，１１０円×１０．７８６９６３６（５月～翌年３月分） 

＝  ６５，９０８円（円位未満四捨五入） 

計 ７２，０１８円 

 ６，１１０円×１２か月 

＝  ７３，３２０円 

掛金合計額 

ア＋イ 
４８９，４６５円 ４９８，３１２円 

割引額 ８，８４７円 ― 

 

区分 ④ ４月・５月から９月・１０月から翌年３月分前納の場合 ⑤ 各月払いの場合 

ア 短期 

任意継続掛金 

３５，４１６円（４月分） 

３５，４１６円×４．９５１２６６６（５月～９月分） 

＝ １７５，３５４円（円位未満四捨五入） 

３５，４１６円×５．９３１８４７２（１０月～翌年３月分） 

＝ ２１０，０８２円（円位未満四捨五入） 

計４２０，８５２円 

３５，４１６円×１２か月 

＝ ４２４，９９２円 

イ 介護 

任意継続掛金 

６，１１０円（４月分） 

６，１１０円×４．９５１２６６６（５月～９月分） 

＝  ３０，２５２円（円位未満四捨五入） 

６，１１０円×５．９３１８４７２（１０月～翌年３月分） 

＝  ３６，２４４円（円位未満四捨五入） 

計７２，６０６円 

 ６，１１０円×１２か月 

＝  ７３，３２０円 

掛金合計額 

ア＋イ 
４９３，４５８円 ４９８，３１２円 

割引額 ４，８５４円 ― 

 


